
議題１

北海道開発局における談合防止

に向けた取組みについて



北海道開発局内部統制及びコンプライアンス強化計画の概要 

・北海道開発局入札談合事案を踏まえ、強化計画を策定（H21.2.27） 

資料１ 

本 局 開発建設部

推 進 
体 制 

勧告的意見

・車両管理業務談合事案、無許可専従等事案を踏まえ、強化計画を改訂（H22.3.30） 

本  局 開発建設部

開発局長 局次長、部長、部次長等 開発建設部長 次長等、課長等 

事務所長等報告

指導・監督 
勧告的意見 

北海道開発局コンプライアンス推進本部 開発建設部コンプライアンス推進本部 

首席監察官 事務所長等報告

全職員の役割の明確化と意識改革 業務推進体制の再構築 第

主 要 
施 策 全職員の役割の明確化と意識改革

職場内ミーティングの開催、研修内容の充実、 

幹部職員の宣言  など 

業務推進体制の再構築

情報伝達及び情報管理の仕組みの再構築

外部意見等に対応した業務運営の推進、人事配置等の

見直しの推進    など 

第 

三 

者

施 策 

業務の再点検の実施 

入札契約のプロセスの見直し（業務分担の見直し、競争

性の 層の向上等）

業務運営の見直し 情報伝達及び情報管理の仕組みの再構築

受注企業の役職員等との適切な関係の確保 

情報管理体制の見直し、情報公開の推進 など 
機 

関 

性の一層の向上等） 

職員管理業務の見直し（厳格な勤務時間管理の徹底、

労使関係の適正化等）    など 
監察機能の拡充・強化 

フォロー

アップ 年間の実施状況を評価 「内部統制等報告書」 
を公表 審議 
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北海道開発局内部統制及びコンプライアンス強化計画等の主な実施状況 

（北海道開発局入札談合事案） 
・職員の再就職先の確保 
業界秩序の維持

（車両管理業務談合事案） 
・労務管理上の課題への対処を優先する事務処理、指名競争入札導入後における斡旋条件
の存続 競争性 透明性が不十分な入札契約制度の運用 開発局の元職員との関係

背景・原因 

工事費積算システムの改良＜利用者権限の規制＞（H20.10～） 
工事発注計画に関する情報収集ルールの明確化（H21.3～） 
総合評価に係るマスキング及び事後審査方式の試行（H20.10～） 
技術審査業務の発注に係る情報管理等の徹底（H20 10～）

 
 ・推進体制 

北海道開発局コンプライアンス推進本部＜H21年度 16回＞ 
開発建設部 プ イ 推進本部 年度 全開発建設部合計 回

・業界秩序の維持

Ⅰ 基本方針 

の存続、競争性・透明性が不十分な入札契約制度の運用、開発局の元職員との関係

技術審査業務の発注に係る情報管理等の徹底（H20.10～）
役務契約・物品契約について発注情報等を公表（車両管理業務はH21年度～） 

 ④談合・不正に係る疑義案件に係る調査の徹底＜疑義案件の類型化（H21年度～）＞ 
   ※役務契約についてはH22年度から実施                       など 
 
 

開発建設部コンプライアンス推進本部＜H21年度 全開発建設部合計で66回＞
 ・第三者委員会の開催（H22.6）＜「内部統制等報告書2009」の審議＞ 
 
 
 
Ⅱ  主要施策 
○全職員の役割の明確化と意識改革 ○業務推進体制の再構築 

 ・外部意見等に対応した業務運営の推進 
  ＜広聴体制の再構築、ウエブサイトに専用窓口を設置、インターネットモニター等＞ 
 ・企画調整における連携機能の強化 
 ・人事配置等の見直しの推進                                  など 
 

 
 ・職場内ミーティングの開催＜H21年度 本局・開発建設部の全職場において実施 
  （コンプライアンス、業務改善等をテーマ）＞ 
 ・幹部職員の現場訪問＜H21年度 延べ3,226人対象＞ 
 ・発注者綱紀保持マニュアルの改正(H21.6） 
 ・コンプライアンス携帯カードの作成、全職員配布(H21.6） 

研修内容の充実 ＜コンプライアンスに関する幹部向け研修の新設 階層別研修の見 ○受注企業の役職員等との適切な関係の確保

 ・受注企業等に対して事前アポイントメント等について周知（H21年度） 
  ※車両管理業務の全応札事業者に対する周知（H22.2） 
 ・開発建設部幹部職員個室（部次長室等）の廃止又は透明化（H21年度～）       など 
 ※車両管理業務に関し、今後、斡旋条件に関する申入れ等を行わない旨を事 
  業者に通知（H22.2） 
※退職予定職員に対する指導の徹底

 ・研修内容の充実 ＜コンプライアンスに関する幹部向け研修の新設、階層別研修の見
  直し等＞  
 ・コンプライアンス宣言の実施                              など 
  
 
 ・業務プロセスの点検・見直し（H21年度～） 

○業務運営の見直し 

○受注企業の役職員等 の適切な関係の確保

※退職予定職員に対する指導の徹底
 
 
 ・首席監察官を開発局長直属とし、入札契約監察官を設置（H21年度） 
 ・監察官の増設（H22年度） 

・通報制度の拡充・強化＜通報窓口拡充、匿名通報受付（H21年度）＞           など  

  ・入札契約のプロセスの見直し
  ①入札契約における業務分担の見直し 

技術審査と設計・積算部門の分離（H21年度～） 
車両管理業務等に関する業務分担見直し＜事務管理班の廃止等＞（H22年度～） 

  ②入札契約における競争性の一層の向上 
一般競争入札の拡大 （H21年度～）

○監察機能の拡充・強化 

 
 
 ・強化計画の実施状況を評価・公表 
  ＜第三者委員会の審議を経て「内部統制等報告書２００９」を公表（H22.6）＞ など 

般競争入札の拡大 （H21年度 ）  
   ※H21年度の一般土木工事の約99％で一般競争入札を実施 
   ※H21年度の車両管理業務は全て一般競争入札を実施 
   ※車両管理業務における品質確保対策（H22年度の発注案件から） 
  ＜車両管理員（運転手）の資格要件、業務履行体制等について仕様書上明記＞ 

直近上位ランクへの競争参加の拡大（H21年度～） 
総合評価方式の実施

Ⅲ 強化計画のフォローアップ 

就職 直総合評価方式の実施
  ③入札契約における情報管理体制の厳格化 

入札契約関係書類に秘密を要する期間等を明示（H21.11～） 
入札書投函後の予定価格決定の試行（H21.3～） 
 

○健全な地域発展施策・業界振興施策の推進 

・「北海道における建設業の将来像に関する検討委員会報告書」の公表 
 （H21.12）・推進 （備考）明朝体の部分は強化計画以外の事項である。 

○再就職の見直し
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